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規     則 

和歌山県規則第81号 

蜜蜂転飼条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和6年11月8日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

蜜蜂転飼条例施行規則の一部を改正する規則 

蜜蜂転飼条例施行規則（昭和41年和歌山県規則第141号）の一部を次のように改正する。 

別記第1号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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別記第1号様式（第2条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転飼許可申請書 

 

県 証 紙 

 

 

  年  月  日    

 

和歌山県知事 様 

 

住所 

電話番号 

携帯電話番号 

氏名又は名称 

及び代表者氏名 

 

 下記のとおり転飼したいので、蜜蜂転飼条例第3条第1項の規定により申請します。 

 

記 

 

転飼予定場所 

所  在  地 

左の土地所有者 

住 所 氏 名 
蜂群数 転飼期間 

申請前飼養場所 

所 在 地 
その他 

 

 

 

 

 

 

月  日から 

月  日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月  日から 

月  日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月  日から 

月  日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月  日から 

月  日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月  日から 

月  日まで 

 

 

 

備考 

1 転飼予定場所所在地は、市町村名、大字名、字名及び地番又は緯度及び経度を記入することとし、

これにより難い場合には、現地が特定できる地図等を添付すること。 

2  本申請の内容については、蜂群の適正配置又は防疫その他の養蜂の振興に必要な範囲においての

み利用する。 

3 転飼する蜜蜂が、ニホンミツバチの場合は、その他の欄に「和」と記入すること。 

4 用紙は、日本産業規格 A4とする。 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則による改正前の蜜蜂転飼条例施行規則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

 

和歌山県規則第82号 

養蜂振興法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和6年11月8日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

養蜂振興法施行細則の一部を改正する規則 

養蜂振興法施行細則（平成25年和歌山県規則第36号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第3号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

別記第 1 号様式（第 2 条関係） 別記第 1 号様式（第 2 条関係）
蜜蜂飼育届 蜜蜂飼育届

略 略
電話番号 電話番号
携帯電話番号

略 略
備考 備考

1 略 1 略
2 飼育場所は、市町村名、大字名、字名及 2 飼育場所は、字及び番地まで記入するこ
び地番又は緯度及び経度を記入することと ととし、飼育場所の字又は番地が明らかで
し、これにより難い場合には、現地が特定 ない場合は、現地が特定できる地図等を添
できる地図等を添付すること。 付すること。

3 略 3 略
4 飼育する蜜蜂が、ニホンミツバチの場合 4 飼育する蜂が、日本蜜蜂の場合は、その
は、その他の欄に「和」と記入すること。 他欄に「和」と記入すること。

5 ・ 6 略 5 ・ 6 略
別紙 略 別紙 略

別記第 2 号様式（第 2 条関係） 別記第 2 号様式（第 2 条関係）
蜜蜂飼育変更届 蜜蜂飼育変更届

略 略
電話番号 電話番号
携帯電話番号

略 略
備考 備考

1 略 1 略
2 飼育場所は、市町村名、大字名、字名及 2 飼育場所は、字及び番地まで記入するこ
び地番又は緯度及び経度を記入することと ととし、飼育場所の字又は番地が明らかで
し、これにより難い場合には、現地が特定 ない場合は、現地が特定できる地図等を添
できる地図等を添付すること。 付すること。

3 略 3 略
4 飼育する蜜蜂が、ニホンミツバチの場合 4 飼育する蜂が、日本蜜蜂の場合は、その
は、その他の欄に「和」と記入すること。 他欄に「和」と記入すること。

5 ・ 6 略 5 ・ 6 略
別紙 略 別紙 略
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別記第3号様式（第3条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転飼許可申請書 

 

県 証 紙 

 

 

  年  月  日    

 

和歌山県知事 様 

 

住所 

電話番号 

携帯電話番号 

氏名又は名称 

及び代表者氏名 

 

 下記のとおり転飼したいので、養蜂振興法第4条第1項の規定により申請します。 

 

記 

 

転飼予定場所 

所  在  地 

左の土地所有者 

住 所 氏 名 
蜂群数 転飼期間 

申請前飼養場所 

所 在 地 
その他 

 

 

 

 

 

 

月  日から 

月  日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月  日から 

月  日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月  日から 

月  日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月  日から 

月  日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月  日から 

月  日まで 

 

 

 

備考 

1 転飼予定場所所在地は、市町村名、大字名、字名及び地番又は緯度及び経度を記入することとし、

これにより難い場合には、現地が特定できる地図等を添付すること。 

2 本申請の内容については、蜂群の適正配置又は防疫その他の養蜂の振興に必要な範囲において

のみ利用する。 

3 転飼する蜜蜂が、ニホンミツバチの場合は、その他の欄に「和」と記入すること。 

4 用紙は、日本産業規格A4とする。 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則による改正前の養蜂振興法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 
 

告     示 

和歌山県告示第999号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の規

定においてその例によるものとされる場合を含む。）により指定した医療機関から廃止の届出があったの

で、次のとおり告示する。 

令和6年11月8日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

指 定 

番 号 
名   称 所  在  地 

廃 止 

年月日 

海南薬新 

18-26 

平成薬局 海南市船尾266 令和 

6.8.12 

有歯新 

23-29 

ささの歯科クリニック 有田郡有田川町下津野1106-3 令和 

6.8.31 

 

和歌山県告示第1000号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の規

定においてその例によるものとされる場合を含む。）により医療機関を指定したので、次のとおり告示す

る。 

令和6年11月8日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

指 定 

番 号 
名   称 所  在  地 

指 定 

年月日 

海南薬新 

34-06 

平成薬局 海南市船尾265-7 令和 

6.8.13 

有歯新 

33-06 

ささの歯科クリニック 有田郡有田川町下津野1106-3 令和 

6.9.1 

 

和歌山県告示第1001号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の規

定においてその例によるものとされる場合を含む。）により医療機関を指定したので、次のとおり告示す

る。 

令和6年11月8日 
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和歌山県知事 岸 本 周 平  

指 定 

番 号 
申請者の名称 主たる事務所の所在地 指定事業所の名称 指定事業所の所在地 

指 定 

年月日 

岩訪新 

16-06 

株式会社みらい 西牟婁郡上富田町市ノ

瀬2407-4 

訪問看護ステーション

ピースフル岩出 

岩出市西野202-3 1st

 Place1-C 

令和 

6.10.1 

 

和歌山県告示第1002号 

介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第1項の規定により指定居宅サービス事業者を次のとおり指

定したので、同法第78条第1号の規定に基づき公示する。 

令和6年11月8日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

指定事業 

者 番 号 

事業者の名称 

又 は 氏 名 
事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

指 定 

年月日 

指 定 の 

有効期間の 
満 了 の 日 

30714014

79 

株式会社チーム柳生 ケアステーションエ

ール 

和歌山県海南市且来58

4番地 

訪問介護 令和 

6.11.1 

令和 

12.10.31 

30723010

74 

合同会社にこ 訪問居宅介護事業所

にこ 

和歌山県新宮市徐福一

丁目1-10 2F 

訪問介護 令和 

6.11.1 

令和 

12.10.31 

 

和歌山県告示第1003号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の5第1項及び地方公共

団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第4条の規定に基づき、

令和6年度及び令和7年度和歌山県工業技術センター電力調達に係る一般競争入札（以下「競争入札」とい

う。）に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請方法等を次のように定める。 

令和6年11月8日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 競争入札に付する調達の名称及び数量並びに契約期間 

（1）調達の名称及び数量 

令和6年度及び令和7年度和歌山県工業技術センター電力調達 

予定契約電力 380kW 予定調達電力量 1,475,125kWh 

（2）契約期間 

令和7年3月1日から令和8年2月28日までの1年間（令和7年3月1日から契約ができない場合は、契約を

締結した日から起算して1年間）とする。ただし、本契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第23

4条の3の規定により締結する長期継続契約であるので、本契約期間中であっても令和7年度以降におい

て和歌山県の歳入歳出予算の金額について、減額又は削除があった場合は、本契約を解除することが

ある。 

2 競争入札に参加する者に必要な資格事項 

この競争入札に参加することができる者は、資格審査申請の時点から落札決定の日までの間において、

次の要件をいずれも満たしている者（調達物品を共同して納入することを目的とする複数の団体により

構成された組織（以下「コンソーシアム」という。）を含む。）とする。 

なお、コンソーシアムにあっては、その構成員は、他のコンソーシアムの構成員となり、又は単独で

申請を行うことができないものとする。 

（1）自治法令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 
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コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（2）自治法令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 

コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（3）和歌山県が行う調達契約等に係る競争入札参加資格の停止の措置を受けている者でないこと。 

コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（4）国税、県税及び市町村税を滞納していない者であること。 

コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（5）和歌山県が行う調達契約等からの暴力団員排除に関する事務取扱要領（平成20年制定）に規定する

排除措置を受けている者でないこと。 

コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（6）民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをし

ていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決

定を受け、その決定に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定している場合は、この限り

でない。 

コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（7）会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをし

ていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決

定を受け、その決定に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定がある場合は、この限りでない。 

コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（8）申請日において、1年以上の電気供給に係る営業経験を有する者であること。 

コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（9）電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条の2の規定により小売電気事業の登録を受けている者（以

下「小売電気事業者」という。）であること。 

コンソーシアムにあっては、少なくとも代表者となる構成員がこの要件を満たす者であること。 

（10）申請日において、「和歌山県電力の調達に係る環境配慮方針」（令和6年4月1日策定）に基づく入

札参加資格の要件を満たしている者又は満たしていない者でこの競争入札の開札の日の前日までに

入札参加資格の要件を満たす見込みであるものであること。 

コンソーシアムにあっては、2の（9）の要件を満たす者の全部がこの要件を満たす者であること。 

3 資格審査申請書類及びその配布方法等 

この競争入札の参加資格の審査の申請に必要な書類及びその配布方法等は、次のとおりとする。 

なお、コンソーシアムにあっては、ア及びスの書類については代表者が、イからクまで並びにサ及び

シの書類については構成員ごとに、ケ及びコの書類については構成員のうち小売電気事業者である者ご

とに、それぞれ作成の上、持参又は郵送により提出するものとする。 

（1）この競争入札の参加資格の審査の申請に必要な書類は、次のとおりとする。 

ア 競争入札参加資格審査申請書 

イ 業務状況調書 

ウ 役員等に関する調書 

エ 法人にあっては、申請日において発行後3か月を経過していない登記事項証明書の原本又はその写

し 

オ 個人にあっては、申請日において発行後3か月を経過していない住民票の原本又はその写し 

カ 直近1年分の財務諸表（法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこ

れらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し） 

キ 次に掲げる税金に未納がないことが確認できる納税証明書の原本又はその写しで、申請日におい

て発行後3か月を経過していないもの 
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（ア）法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税 

（イ）県内に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、和歌山県が課する県税（延滞金等

を含む。）の全税目 

（ウ）個人にあっては、県内の在住市町村が課する個人住民税（県・市町村民税） 

ク 2の（8）の要件を満たしていることを証する書面として、電気供給に係る契約実績を証する書類

の写し 

ケ 2の（9）の要件を満たしていることを証する書面の写し 

コ 2の（10）の要件を満たしていることを証する書面として、和歌山県環境に配慮した電力調達契約

評価項目報告書及びその内容を確認できる資料 

サ 誓約書 

シ 委任状（申請者が代理人を選任した場合） 

ス コンソーシアムにあっては、コンソーシアム構成員表及びコンソーシアム協定書の写し 

（2）（1）のアからウまで及びコ（電力調達契約評価項目報告書に限る。）からス（コンソーシアム構成

員表に限る。）までに掲げる申請書類の用紙については、和歌山県で定めるものとし、これらの用紙

は、令和6年11月8日（金）から同月21日（木）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山

県条例第39号）第1条第1項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く日の午前10時か

ら午後4時までの間に、5に掲げる場所で配布を行う。 

（3）和歌山県物品の購入、役務の提供等の契約に係る競争入札参加者の資格に関する要綱（令和5年和歌

山県告示第1000号）の規定に基づく競争入札参加資格者名簿の業務種目「物品販売」に登載されてい

る者は、物品調達競争入札参加資格審査結果通知書の写しをもって、（1）のウからキまでの書類に代

えることができる。 

（4）（1）に掲げる申請書類について質問がある者は、令和6年11月8日（金）から同月13日（水）までの

県の休日を除く日の午前10時から午後4時までの間に、和歌山県工業技術センター企画総務部総務管理

課に対して書面等（電子メール及びファクシミリを含む。）により行うものとする。 

（5）（4）の質問に対する回答は、令和6年11月18日（月）午後5時までにファクシミリ又は電話により行

うものとする。 

また、その内容については、和歌山県物品・役務電子調達システム（https://www.edid1-wakayama.

jp/eg-web/bidPortal/portal?init）に公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものについて

は、口頭による回答のみとする。 

4 資格審査申請書類の受付期間及び受付場所 

令和6年11月13日（水）から同月21日（木）までの県の休日を除く日の午前10時から午後4時までの間

に、5に掲げる場所で受け付ける。 

5 資格審査申請書類の配布の場所 

和歌山県工業技術センター企画総務部総務管理課 

和歌山市小倉60番地 

郵便番号 649-6261 

電話番号 073-477-1271 

ファクシミリ番号 073-477-2880 

電子メールアドレス e0603011@pref.wakayama.lg.jp 

なお、3の（5）の和歌山県物品・役務電子調達システムから資格審査申請書類をダウンロードするこ

とができる。 

6 資格審査申請書類に使用する言語 

資格審査申請書類に使用する言語は、日本語とする。 

7 資格審査の結果の通知 
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資格審査申請者には、競争入札参加資格審査結果通知書を令和6年12月2日（月）までに通知する。 

ただし、コンソーシアムにあっては、その代表者に対して通知するものとする。 

8 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（1）競争入札参加資格がないと認められた者は、和歌山県に対し、その理由について説明を求めること

ができる。 

（2）（1）の説明は、令和6年12月9日（月）までに書面により求めるものとする。 

（3）（2）の書面は、持参、電子メール又は書留郵便により5に掲げる場所等に提出するものとする。 

（4）説明を求めた者に対しては、令和6年12月16日（月）までに書面により回答するものとする。 

 

和歌山県告示第1004号 

令和6年和歌山県告示第452号（以下「告示第452号」という。）で告示した保安林の指定施業要件の変

更予定に係る通知の相手方の所在が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定に

より、その通知の内容を高野町役場に掲示するとともに、その要旨を告示する。 

令和6年11月8日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 所在が不分明である通知の相手方 

川端健一 

森川暢一 

中井明子 

西浦トミ子 

2 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び変更後の指定施

業要件 

告示第452号のとおり 

 

和歌山県告示第1005号 

令和6年和歌山県告示第906号（以下「告示第906号」という。）で告示した保安林の指定施業要件の変

更に係る通知の相手方の所在が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、

その通知の内容を古座川町役場に掲示するとともに、その要旨を告示する。 

令和6年11月8日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 所在が不分明である通知の相手方 

髙瀬農事実行組合 

奥一郎 

上地正吾 

上地清士 

沖勇 

新屋修 

上根義男 

南新二 

南務 

山口久雄 

芝忠夫 

山口雅夫 

和田隆治 
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2 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び変更後の指定施業要

件 

告示第906号のとおり 

 

和歌山県告示第1006号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

令和6年11月8日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日 

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル 

3680 紀の川市西井阪字菅井52番

1の一部、53番1の一部、54

番1の一部、水路 

紀の川市中井阪209番地の5 

タニガワ住宅株式会社 

代表取締役 谷川義治 

令和 

6.10.22 

6.00 

6.00 

36.06 

65.26 

 

和歌山県告示第1007号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

令和6年11月8日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日 

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル 

3673 岩出市西安上字村前78番1

の一部、81番1の一部、82

番1の一部、83番1の一部 

和歌山市南材木丁二丁目10 

株式会社フジシマ不動産 

代表取締役 藤林正樹 

令和 

6.10.28 

6.00 

6.00 

35.00 

36.93 

 

和歌山県告示第1008号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

令和6年11月8日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日 

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル 

3676 岩出市中島字古川633番1の

一部 

和歌山市黒田一丁目2番17

号 

アズマハウス株式会社 

代表取締役 東行男 

令和 

6.10.28 

6.00 

～  
6.68 

 

62.41 

 

    公     告 

入 札 公 告 

令和6年度及び令和7年度和歌山県工業技術センター電力調達について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の6及び地方公共団

体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第6条の規定に基づき公

告する。 

令和6年11月8日 
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和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 一般競争入札に付する事項 

（1）調達の案件番号、調達の名称、場所及び数量 

20249002752 

令和6度及び令和7年度和歌山県工業技術センター電力調達 

和歌山県工業技術センター 和歌山市小倉60番地 

予定契約電力 380kW 予定調達電力量 1,475,125kWh 

（2）仕様等 

仕様書による。 

（3）契約期間 

令和7年3月1日から令和8年2月28日までの1年間（令和7年3月1日から契約ができない場合は、契約を

締結した日から起算して1年間）とする。ただし、本契約は地方自治法（昭和22年法律第67号）第234

条の3の規定により締結する長期継続契約であるので、本契約期間中であっても令和7年度以降におい

て和歌山県の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、本契約を解除することがあ

る。 

2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

令和6年和歌山県告示第1003号に規定する令和6年度及び令和7年度和歌山県工業技術センター電力調達

に係る一般競争入札参加資格を有すること。 

3 契約条項を示す場所及び期間 

（1）場所 

和歌山市小倉60番地 

和歌山県工業技術センター企画総務部総務管理課（以下「総務管理課」という。） 

（2）期間 

令和6年11月8日（金）から同月21日（木）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山県

条例第39号）第1条第1項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く日の午前10時から

午後4時まで 

4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間 

（1）場所 

3（1）に同じ。 

なお、和歌山県物品・役務電子調達システム（https://www.ebid1-wakayama.jp/eg-web/bidPortal/

portal?init）から仕様書及び入札説明書をダウンロードすることができる。 

（2）期間 

3（2）に同じ。 

（3）仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和6年11月8日（金）から同月13日（水）までの

県の休日を除く日の午前10時から午後4時までの間において、総務管理課に対して書面等（電子メール

及びファクシミリを含む。）により行うものとする。 

（4）（3）の質問に対する回答は、令和6年11月18日（月）午後5時までに書面等（電子メール及びファク

シミリを含む。）により行うものとする。 

また、その内容については、（1）の和歌山県物品・役務電子調達システムに公表するものとする。

ただし、その内容が軽微なものについては、口頭による回答のみとする。 

5 入札及び開札手続 

この入札は、和歌山県が使用する電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札及びその開札手続により行うものとする。ただ

し、郵送による入札も行うことができる。 
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6 一般競争入札の期間及び開札場所等 

（1）一般競争入札の期間及び開札場所等 

ア 入札期間 

令和6年12月4日（水）午前9時から同月18日（水）午後4時まで 

イ 開札場所 

和歌山市小倉60番地 

総務管理課 

ウ 開札日時 

令和6年12月20日（金）午後1時30分 

（2）郵便による入札書の提出を行う者は、この一般競争入札の参加資格があることを確認された旨の通

知書の写しを同封の上、書留郵便により令和6年12月18日（水）午後4時までに総務管理課に必着する

ように行わなければならない。 

7 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した

金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「入札金

額」という。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入す

ること。 

8 入札保証金に関する事項 

（1）入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付

しなければならない。 

調達物品を共同して納入することを目的とする複数の団体により構成された組織（以下「コンソー

シアム」という。）にあっては、構成員のうち代表者又は代表者から委任された者が入札保証金を納

付すること。 

（2）入札保証金は、落札者のものを除き入札終了後還付する。ただし、落札者には、契約を締結しない

場合を除き契約締結後還付し、又は納付すべき契約保証金に充当することができる。 

（3）入札保証金の納付の方法、納付の免除等は、自治法令第167条の7及び和歌山県財務規則（昭和63年

和歌山県規則第28号）第85条から第88条までの規定の定めるところによる。 

コンソーシアムにあっては、代表者が納付の免除を受けることができるときは、コンソーシアムと

して納付の免除を受けることができる。 

9 契約保証金に関する事項 

（1）契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 

コンソーシアムにあっては、構成員のうち代表者又は代表者から委任された者が契約保証金を納付

すること。 

（2）契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92

条から第94条までの規定の定めるところによる。 

コンソーシアムにあっては、代表者が納付の免除を受けることができるときは、コンソーシアムと

して納付の免除を受けることができる。 

10 入札の無効に関する事項 

本公告に示した一般競争入札に参加する資格のない者及び一般競争入札参加資格の確認について虚偽

の申請を行った者のした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 

なお、本県よりこの入札に参加する資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札参加資格

の停止措置を受けて入札参加資格停止期間中である者等入札時点で2に定める資格のない者のした入札

は、無効とする。 
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コンソーシアムにあっては、構成員のいずれかがこれらの要件のいずれかに該当するときは、当該コ

ンソーシアムとしてした入札は、無効とする。 

11 入札執行方法の細目 

（1）入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 

（2）落札者の決定は、和歌山県財務規則第102条の規定に基づく予定価格の制限の範囲内で、最低の価格

をもって申込みをした者を落札者とする。 

（3）落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者を決定す

るものとする。 

（4）開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合

において、入札の回数は、最初の入札を含めて3回までとする。 

（5）第1回の入札において落札者が決定しなかった場合において、郵便による入札を行った者は、第2回

以降の入札には参加できないものとする。 

（6）落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさなくなった場

合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落

札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 

12 契約書の要否 

要 

13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 

否 

14 その他 

（1）この一般競争入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

ア 名称 

総務管理課 

イ 所在地 

和歌山市小倉60番地 

郵便番号 649-6261 

電話番号 073-477-1271 

ファクシミリ番号 073-477-2880 

電子メールアドレス e0603011@pref.wakayama.lg.jp 

（2）この一般競争入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（3）政府調達に関する協定（平成7年条約第23号）の対象となる調達に係る苦情処理の関係において和歌

山県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場合において、本件調

達物品についての調達手続の停止等があり得る。 

15 Summary 

（1）Nature and quantity of products to be purchased : 

Total electricity about 1,475,125kWh to use at the Industrial Technology Center of 

Wakayama Prefecture 

（2）Time limit for tender : 

1:30 p.m. 20 December 2024 : （Deadline for bids submitted by mail 4:00 p.m. 18 December 

2024） 

（3）Contact point for the notice :  

General affairs and administration Division, Department of Planning and Administration, 

Industrial Technology Center of Wakayama Prefecture, 

60 Ogura, Wakayama City, 649-6261, Japan 
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TEL 073-477-1271 

FAX 073-477-2880 

e-mail e0603011@pref.wakayama.lg.jp 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


